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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号
）
（
青

少
年
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

い
わ
ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
の
営
業
に
関
す
る
規
制
を
行
う
と
と
も
に
、
青
少
年
に
対
し
児
童

ポ
ル
ノ
等
の
提
供
を
求
め
る
行
為
の
禁
止
等
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

い
わ
ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
の
営
業
に
関
す
る
規
制 

ア 

規
制
の
対
象 

 

客
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
役
務
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
の
役
務
の
提

供
を
行
う
者
を
有
害
役
務
営
業
者
と
し
て
定
義
し
、
規
制
の
対
象
と
す
る
。 

（ア） 

専
ら
異
性
の
客
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
役
務
の
提
供 

（イ） 

専
ら
客
に
異
性
の
姿
態
を
見
せ
る
役
務
の
提
供 

（ウ） 

専
ら
異
性
の
客
に
同
伴
し
、
遊
技
又
は
遊
興
を
さ
せ
る
役
務
の
提
供 

（エ） 

飲
食
を
さ
せ
る
営
業
で
、
従
業
員
が
専
ら
異
性
の
客
に
接
す
る
も
の
の
う
ち
、
青
少 

 

年
が
接
客
す
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
衣
服
を
接
客
す
る
従
業
員
が
着
用
す
る
も
の
等
又

は
青
少
年
が
接
客
す
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
文
字
や
絵
な
ど
を
店
名
、
広
告
に
使
用
し

て
い
る
も
の 

イ 

有
害
役
務
営
業
に
係
る
禁
止
行
為
等 

（ア） 

青
少
年
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
又
は
青
少
年
を
客
と
す
る
こ
と
の 

 

禁
止 

（イ） 

勧
誘
行
為
等
の
禁
止 

（ウ） 

青
少
年
の
立
入
禁
止
表
示
等
の
義
務
付
け 

（エ） 

従
業
者
名
簿
の
備
え
付
け
の
義
務
付
け 

ウ 

営
業
停
止
命
令 

（ア） 

知
事
は
、
有
害
役
務
営
業
者
が
禁
止
行
為
を
行
っ
て
い
る
場
合
又
は
義
務
違
反
を
し 

 

て
い
る
場
合
、
中
止
命
令
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（イ） 

知
事
は
、
有
害
役
務
営
業
者
が
中
止
命
令
等
に
違
反
し
た
場
合
、
六
月
を
超
え
な
い 

 

範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

エ 

立
入
調
査 

 

知
事
は
、
有
害
役
務
営
業
に
係
る
立
入
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

オ 

罰
則 

 

禁
止
行
為
、
営
業
停
止
命
令
等
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則 



㈡ 

い
わ
ゆ
る
自
画
撮
り
の
要
求
に
対
す
る
規
制 

ア 

禁
止
行
為 

 

青
少
年
に
対
し
、
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
提
供
を
求
め
る
行
為
を
禁
止
す
る
。 

イ 
罰
則 

 

青
少
年
に
対
し
、
欺
き
、
威
迫
し
又
は
困
惑
さ
せ
る
等
の
不
当
な
方
法
に
よ
り
児
童
ポ

ル
ノ
等
の
提
供
を
求
め
た
場
合
に
は
罰
則 

（三） 

罰
則
の
引
上
げ 

ア 

立
入
調
査
の
妨
害
等
を
し
た
場
合
の
罰
則
を
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
引
上
げ 

イ 

青
少
年
に
対
す
る
淫
ら
な
性
行
為
等
の
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
を
二
年
以
下
の 

 

懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
引
上
げ 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
二
㈡
は
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例

第
三
十
五
号
）
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
新
た
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及 

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
た

め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う
た
め
の
規
定 

の
整
備 

 

㈡ 

就
労
定
着
支
援
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
定
の
整
備 

 

㈢ 

そ
の
他
の
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
三
十
六
号
）
（
都
市
整
備
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た 

 

め
の
改
正
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

 

㈡ 

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

二
㈠
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
埼
玉

県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日 

 
 

二
㈡
に
つ
い
て
は
公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
（
田
園
都

市
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

屋
外
広
告
物
法
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
、
景
観

行
政
団
体
で
あ
る
熊
谷
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
二
十
七
条
の
二
に
熊
谷
市
を
加
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
熊
谷
市

は
次
の
事
務
に
係
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

㈠ 
 
 

禁
止
地
域
、
禁
止
物
件
の
指
定 

㈡ 
 

広
告
物
の
面
積
、
色
彩
等
に
関
す
る
制
限 

㈢ 
 

違
反
広
告
物
に
対
す
る
措
置
の
事
務
手
続
き 

等 

三 

施
行
期
日 

 
 

条
例
公
布
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
（
建

築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

建
築
基
準
法
上
の
接
道
規
制
に
つ
い
て
、
一
定
の
基
準
に
適
合
し
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ 

い
て
適
用
除
外
す
る
等
の
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十

九
号
）
（
建
築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特
別
仮
設
興
行
場
等
建
築
許
可
申
請
手
数
料
等
の
額
を

定
め
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
及
び
規
定
の
整
備
を
す
る
た

め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

ア 

手
数
料
の
新
設 

 
 

建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
建
築
認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

特
別
仮
設
興
行
場
等
建
築
許
可
申
請
手
数
料 

十
六
万
円 

イ 

規
定
の
整
備 

㈡ 

埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正 

証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
手
数
料
の
追
加 

三 

施
行
期
日 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
号
）
（
住
宅
課
） 

一 

趣
旨 

 

社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
一
部
を
県
営
住
宅
に
準
ず
る
住
宅
と

す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
に
、
県
営
住
宅
に
準
ず
る
住
宅
を
追
加 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日 



条

例 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
一 

有
害
役
務
営
業 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業
及
び
無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を
い
う
。 

十
二 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

店
舗
を
設
け
て
役
務
を
提
供
す
る
営
業
で
、
客
の
性
的
好
奇

心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
風
適
法
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
風
俗
営
業
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
同
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

イ 

専
ら
異
性
の
客
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
役
務
を
提
供
す
る
営
業 

ロ 

専
ら
客
に
異
性
の
姿
態
を
見
せ
る
役
務
を
提
供
す
る
営
業 

ハ 

専
ら
異
性
の
客
に
同
伴
し
、
遊
技
又
は
遊
興
を
さ
せ
る
役
務
を
提
供
す
る
営
業 

ニ 

客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
で
、
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
専
ら
異
性
の
客
に

接
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

⑴ 

客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
衣
服
と

し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
着
用
す
る
も
の 

⑵ 

青
少
年
が
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
衣
服
と
し
て
規

則
で
定
め
る
も
の
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
着
用
す
る
も
の 

⑶ 

青
少
年
が
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
、
又
は
連
想
さ
せ
る

文
字
、
数
字
そ
の
他
の
記
号
、
映
像
、
写
真
又
は
絵
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
当

該
営
業
を
行
う
場
所
の
名
称
又
は
広
告
若
し
く
は
宣
伝
に
用
い
る
も
の 

十
三 

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

人
を
派
遣
し
て
役
務
を
提
供
す
る
営
業
で
、
客
の
性
的
好

奇
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
う
ち
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
風
適

法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。 

十
四 

有
害
役
務
営
業
者 

有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
を
い
う
。 

 

第
四
条
中
「
国
」
の
下
に
「
、
他
の
都
道
府
県
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
七
条
の
三
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

 

（
有
害
役
務
営
業
者
の
禁
止
行
為
） 



第
十
七
条
の
四 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業
者
は
、
そ
の
営
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

一 

青
少
年
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。 

二 
青
少
年
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
。 

２ 

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
者
は
、
そ
の
営
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。 

一 

青
少
年
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

受
付
所
（
第
三
条
第
十
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
以
外
の
客
に
接
す

る
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
て
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、

青
少
年
を
受
付
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
。 

三 

青
少
年
を
客
と
す
る
こ
と
。 

 

（
有
害
役
務
営
業
に
係
る
勧
誘
行
為
等
の
禁
止
） 

第
十
七
条
の
五 

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

青
少
年
に
対
し
、
有
害
役
務
営
業
の
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
。 

二 

青
少
年
に
対
し
、
有
害
役
務
営
業
の
客
と
な
る
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
。 

三 

青
少
年
に
対
し
、
有
害
役
務
営
業
に
係
る
広
告
又
は
宣
伝
の
用
に
供
さ
れ
る
文
書
、
図
画

そ
の
他
の
物
（
第
六
号
に
お
い
て
「
宣
伝
文
書
等
」
と
い
う
。
）
を
頒
布
す
る
こ
と
。 

四 

有
害
役
務
営
業
の
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
よ
う
青
少
年
に
勧
誘
さ
せ
る
こ
と
。 

五 

有
害
役
務
営
業
の
客
と
な
る
よ
う
青
少
年
に
勧
誘
さ
せ
る
こ
と
。 

六 

宣
伝
文
書
等
を
青
少
年
に
頒
布
さ
せ
る
こ
と
。 

 

（
有
害
役
務
営
業
に
係
る
青
少
年
の
立
入
禁
止
表
示
等
） 

第
十
七
条
の
六 

有
害
役
務
営
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
害
役
務
営
業
の
区
分
に
従
い
、

当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
青
少
年
の
立
入
り

を
禁
止
す
る
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

営
業
所 

二 

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
（
受
付
所
を
設
け
て
営
む
も
の
に
限
る
。
） 

受
付
所 

２ 

有
害
役
務
営
業
者
は
、
当
該
有
害
役
務
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
と
き
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
有
害
役
務
営
業
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

営
業
所
へ
の
青
少
年
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
旨 

二 

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

青
少
年
が
無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
の
客
と
な
る
こ
と
を
禁

止
す
る
旨
及
び
受
付
所
を
設
け
て
営
む
無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
に
あ
つ
て
は
、
受
付
所
へ

の
青
少
年
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
旨 

 

（
有
害
役
務
営
業
に
係
る
従
業
者
名
簿
） 



第
十
七
条
の
七 

有
害
役
務
営
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
害
役
務
営
業
の
区
分
に
従
い
、

当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
ご
と
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
、

こ
れ
に
当
該
有
害
役
務
営
業
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
そ
の

他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

営
業
所 

二 

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業 

事
務
所
（
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
。
第
二
十

六
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
事
務
所
」
と
い
う
。
） 

 

（
有
害
役
務
営
業
者
に
対
す
る
命
令
） 

第
十
七
条
の
八 

知
事
は
、
有
害
役
務
営
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

当
該
有
害
役
務
営
業
に
関
し
第
十
七
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当

該
有
害
役
務
営
業
者
に
対
し
、
当
該
違
反
行
為
の
中
止
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
有
害
役
務
営
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
有

害
役
務
営
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
有
害
役
務
営
業
の

全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
提
供
を
求
め
る
行
為
の
禁
止
） 

第
十
九
条
の
三 

何
人
も
、
青
少
年
に
対
し
、
当
該
青
少
年
に
係
る
児
童
ポ
ル
ノ
等
（
児
童
買
春
、

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
ポ
ル
ノ
及
び
同
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
児
童
の
姿
態
を
視
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た

情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
そ
の
他
の
記
録
を
い
う
。
第
二
十
九
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
求
め

て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
二
中
「
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
、
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

十
七
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
十
二
号
ニ
⑴
か
ら

⑶
ま
で
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
、



第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
質
問
さ
せ
る
」
を
「
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
さ
せ
る
」

に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五 

店
舗
型
有
害
役
務
営
業
の
営
業
所 

六 

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
の
事
務
所
、
受
付
所
又
は
待
機
所
（
客
の
依
頼
を
受
け
て
派
遣

さ
れ
る
第
三
条
第
十
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
役
務
を
行
う
者
を
待
機
さ
せ
る
た
め

の
施
設
を
い
う
。
） 

 

第
二
十
八
条
中
「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
の
二
を
第
二
十
八
条
の
四
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
八
条
の
二 

第
十
七
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下

の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
二
十
八
条
の
三 

第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
十
七
条
の
五
（
第
三
号
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
つ
た
者 

イ 

青
少
年
に
拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
青
少
年
に
係
る
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
。 

ロ 

青
少
年
を
威
迫
し
、
欺
き
、
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
、
又
は
青
少
年
に
対
し
、
対
償
を
供

与
し
、
若
し
く
は
そ
の
供
与
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
を
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
青
少

年
に
係
る
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
。 

 

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
九
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。 

一 

第
十
七
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
ず
、
又
は
こ
れ
に
必
要
な
記

載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者 

二 

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は

同
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
者 

 

第
三
十
条
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
十
七
条
の
六
」
を
加
え
、
同
条
第

四
号
を
削
る
。 

 

第
三
十
一
条
中
「
第
十
七
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第



一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
七
条
の
五
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
の
二
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
九
条
に
一

号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
三
条
第
十
二
号
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
規
則
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
知
事
は
、
こ

の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 平

成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
五
項
中
「
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支 

援
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五 

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う 

 

施
設
と
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
を
「
障 

害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
短
期
入
所
、
施
設
入
所
支
援
、
自
立
訓
練
及
び
就
労
移
行
支
援
に
限
る
。
） 

の
項
区
分
の
欄
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

を
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
、
「
及
び
就
労
移
行
支
援
」
を
「
、
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
定

着
支
援
」
に
改
め
、
同
項
金
額
の
欄
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
を
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
、
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中

「
春
日
部
市
」
を
「
熊
谷
市
、
春
日
部
市
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
１
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
の
下
に
「
、
第

四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二

号
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六

項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。 

一 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
の
改
正
規
定 

埼
玉
県

屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
施

行
の
日 

二 

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

  



条

例 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
二
の
表
中
「
春
日
部
市
」
を
「
熊
谷
市
、
春
日
部
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め 

 

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の 

 

例
に
よ
る
。 

 
 



条

例 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
及
び
第
二
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め

る
。 

 

第
五
十
六
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
） 

第
五
十
六
条
の
四 

建
築
物
の
敷
地
は
、
道
路
（
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除

く
。
次
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
交
通
上
、
安
全

上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 

一 

そ
の
敷
地
が
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
（
道
路
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
避
難
及
び

通
行
の
安
全
上
必
要
な
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
す
る
建
築
物
の
う
ち
、
利
用

者
が
少
数
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
用
途
及
び
規
模
に
関
し
同
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

 

二 

そ
の
敷
地
の
周
囲
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
十
九
号
中
「
第
六
十
八
号
」
を
「
第
七
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
中
「
第

六
十
九
号
」
を
「
第
七
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
七
十
号
」
を
「
第
七
十

二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
第
七
十
一
号
」
を
「
第
七
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
三
号
中
「
第
七
十
二
号
」
を
「
第
七
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
第
七

十
三
号
」
を
「
第
七
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
七
十
四
号
」
を
「
第
七
十

六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
第
七
十
七
号
」
を
「
第
七
十
九
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
第
百
六
号
イ
及
び
第
百
十
一
号
イ
」
を
「
第
百
九
号
イ

及
び
第
百
十
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
百
号
ハ
、
第
百
六
号
ハ
及
び
第
百
十
一

号
ハ
」
を
「
第
百
三
号
ハ
、
第
百
九
号
ハ
及
び
第
百
十
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
百
十
六

号
を
第
百
十
八
号
と
し
、
第
百
十
五
号
を
第
百
十
七
号
と
し
、
同
項
第
百
十
四
号
中
「
第
百
十

一
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
十
四
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
十
一
号
金
額
の
欄
ロ
」
を

「
第
百
十
四
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
百
十
三

号
を
第
百
十
五
号
と
し
、
第
百
十
二
号
を
第
百
十
四
号
と
し
、
第
百
十
一
号
を
第
百
十
三
号
と

し
、
同
項
第
百
十
号
中
「
第
百
十
五
号
」
を
「
第
百
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十

二
号
と
し
、
同
項
第
百
九
号
中
「
第
百
六
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
九
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、

「
第
百
六
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
九
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十
一

号
と
し
、
同
項
中
第
百
八
号
を
第
百
十
号
と
し
、
第
百
七
号
を
第
百
九
号
と
し
、
同
項
第
百
六

号
中
「
第
百
七
号
」
を
「
第
百
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
八
号
と
し
、
同
項
中
第
百

五
号
を
第
百
七
号
と
し
、
第
百
四
号
を
第
百
六
号
と
し
、
同
項
第
百
三
号
中
「
第
百
号
金
額
の

欄
イ
」
を
「
第
百
三
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
三
号
金
額
の

欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
五
号
と
し
、
同
項
中
第
百
二
号
を
第
百
四
号
と
し
、
第
百

一
号
を
第
百
三
号
と
し
、
同
項
第
百
号
金
額
の
欄
イ
中
「
第
百
一
号
」
を
「
第
百
四
号
」
に
、

「
第
百
二
号
」
を
「
第
百
五
号
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
百
一
号
」
を
「
第
百
四
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
号
と
し
、
同
項
中
第
九
十
九
号
を
第
百
一
号
と
し
、
第
五
十
三
号
か

ら
第
九
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
五
十
二
号
中
「
仮
設
建
築
物
の
」
を
「
仮



設
興
行
場
等
の
」
に
、
「
仮
設
建
築
物
建
築
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
建
築
許

可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

         
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
五
十
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四

十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

        

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
九
十
二
号

を
第
三
百
九
十
四
号
と
し
、
第
三
百
十
九
号
か
ら
第
三
百
九
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
項
第
三
百
十
八
号
中
「
仮
設
建
築
物
建
築
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
建

築
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
百
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

   
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
十
七
号
を

第
三
百
十
八
号
と
し
、
第
二
百
八
十
号
か
ら
第
三
百
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

十
六 

建
築
基
準
法

第
四
十
三
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

建
築
物
の

敷
地
と
道

路
と
の
関

係
の
建
築

認
定
申
請

手
数
料 

二
万
七
千
円 

 

法
第
八
十
五
条
第

六
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
別
な
仮
設

興
行
場
等
の
建
築

の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

興
行
場
等

建
築
許
可

申
請
手
数

料 

 

 

三
百
二
十 

特
別
仮
設
興
行
場
等
建
築
許
可
申
請
手
数
料 

 

五
十
四 

建
築
基
準 

特
別
仮
設 

十
六
万
円 

 



二
百
七
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   
 

 
附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

二
百
八
十 

建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
建
築
認
定
申
請
手
数
料 

 



条

例 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上

田

清

司 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

五 

丁
種
住
宅 

居
住
室
三
及
び
居
間
、
台
所
兼
食
堂
を
有
す
る
特
別
県
営
住
宅
を
い
う
。 

 

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

丁
種
住
宅 

 

第
三
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
第
四
号
の
丁
種
住
宅
は
、
特
別
県
営
住
宅
の
う
ち
、
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
九
十
三
号
）
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
住
宅
と
同
様
の
目
的
に
よ
り
設
置
す
る
住
宅
を
い

う
。 

 

第
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
特
別
県
営
住
宅
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
住
宅
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
八
条
の
二 

公
営
住
宅
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
並
び
に

県
営
住
宅
条
例
第
五
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
の
規

定
は
、
特
別
県
営
住
宅
（
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
住
宅
に
限
る
。
）
の
管
理
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
営
住
宅
条
例
第
五
十
四
条
の
二
中
「
第
六
十
条
の
適

用
を
受
け
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
が
行
う
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
が
同
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
五
条
、
第

六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十

二
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、

第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
、



第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
条
第

四
項
中
「
そ
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
が
そ
の
日
」
と
、
県
営
住
宅
条
例
第
四
十
条
の
二
第

一
項
第
一
号
中
「
に
お
い
て
、
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
お

い
て
、
」
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

募
集
種
目 

 
 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
三

 
 

月
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

採
用
試
験
の
方
法 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

四 

募
集
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
（
月
）
ま
で 

五 

採
用
予
定
月 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬 

六 

試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

試
験
期
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
一
日
（
日
）
又
は
同
月
十
二
日
（
月
）
の
い
ず
れ
か
指
定
さ
れ
た 

 
 

日 

 

ロ 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一
丁
目
四
十
番
地
七 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

七 

応
募
者
の
受
付 

 
 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

 

区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四 

 

三
）
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。 



八 

各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 
（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ロ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ハ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ニ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
三
丁
目
九
十
番
地
一
国
際
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
秩
父
市
宮
側
町
三
番
地
三 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

石油ストーブ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 学校予算・経理指導担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番1号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年９月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社栗原商店 

埼玉県川口市栄町１丁目10番22号 

５ 落札金額 

38,664,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成30年７月27日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
号 

平
成
三
十
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
件
数 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

越
谷
花
田
複
合
店
舗 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
花
田
二
丁
目
二
番
地
三
、
二
番
地
四
、
二
番
地
五 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

大
規
模
小
売
店
舖
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 
 

 
 

 
 

 
 

 

取
締
役
社
長 

田
中
敬
士 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
三
号 

 
 

（
変
更
後
）
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 

 

 
 

 
 

 
 

 

取
締
役
社
長 

神
代
顕
彰 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
三
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

大
竹
正
人 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
ま
む
ら
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

野
中
正
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号 

 
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

大
竹
正
人 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
ま
む
ら
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

北
島
常
好 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
三
十
年
四
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日 



二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
六
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

羽
生
領
島
中
領
用
排
水
路
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し

た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

氏 
 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 

 

理
事 

飯 

塚 

精 

一 

埼
玉
県
羽
生
市
北
二
丁
目
二
番
四
号 

 

同 
 

堀 

口 

喜 

司 

同 
 

同 
 

大
字
上
岩
瀬
二
千
六
百
七
十
五
番
地
一 

 

同 
 

 

井 

義 

郎 

同 
 

同 
 

同 

上
川
俣
千
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

 

岡 

榮 

市 

同 
 

同 
 

同 
秀
安
百
十
五
番
地 

 

同 
 

坂 

田 

修 

一 

同 
 

同 
 

同 

北
荻
島
七
百
十
番
地 

 

同 
 

五
月
女 

行 

一 

同 
 

同 
 

同 

今
泉
千
百
五
十
二
番
地 

 

同 
 

奥 

澤 
 

 

武 

同 
 

同 
 

同 

三
田
ケ
谷
五
百
二
十
四
番
地 

 

同 
 

田 

口 

政 

夫 

同 
 

同 
 

同 

堤
五
百
四
十
二
番
地
一 

 

同 
 

三 

井 

保 

男 

同 
 

加
須
市
大
越
六
百
十
二
番
地 

 

同 
 

小 

林 

良 

照 

同 
 

同 
 

中
樋
遣
川
千
七
百
十
番
地 

 

同 
 

内 

田 
 

 

清 

同 
 

同 
 

不
動
岡
千
六
百
八
番
地 

 

同 
 

田 

村 
 

成 

同 
 

同 
 

下
三
俣
千
百
八
十
八
番
地 

 

同 
 

大 

竹 

義 

男 

同 
 

同 
 

杓
子
木
四
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

吉 

澤 

安 

夫 

同 
 

同 
 

細
間
千
九
十
九
番
地 

 

同 
 

染 

谷 
 

 

博 

同 
 

同 
 

北
平
野
二
百
二
十
三
番
地
一 

 

同 
 

丸 

山 

辰 

夫 

同 
 

同 
 

中
渡
六
十
番
地
一 

 

同 
 

橋 

本 

武 

雄 

同 
 

久
喜
市
高
柳
九
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

山 

田 

加 

藏 

同 
 

同 
 

栗
橋
千
四
百
五
番
地 

 

同 
 

遠 

藤 

伸 

一 

同 
 

同 
 

中
里
千
百
九
十
八
番
地 

 

監
事 

儘 

田 

義 

光 

同 
 

羽
生
市
大
字
下
手
子
林
三
百
九
十
四
番
地 

 

同 
 

松 

村 
 

雄 

同 
 

加
須
市
多
門
寺
百
九
十
四
番
地 

 

同 
 

籠 

宮 
 

 

博 

同 
 

久
喜
市
新
井
四
百
二
番
地
一 

員
外
理
事
野 

本 

陽 

一 

同 
 

加
須
市
久
下
三
丁
目
四
百
三
十
一
番
地 

同 
 

 

大 

橋 

良 

一 

同 
 

同 
 

川
口
千
六
百
三
十
三
番
地 

二 

退
任 



 

職
名 

氏 
 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 

 

理
事 

飯 

塚 

精 

一 

埼
玉
県
羽
生
市
北
二
丁
目
二
番
四
号 

 
同 

 

奈
良
原 

良 

夫 

同 
 

同 
 

大
字
下
岩
瀬
四
百
六
十
四
番
地 

 

同 
 

 

井 

義 

郎 

同 
 

同 
 

同 

上
川
俣
千
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

 
岡 

榮 

市 

同 
 

同 
 

同 

秀
安
百
十
五
番
地 

 

同 
 

坂 

田 
修 

一 

同 
 

同 
 

同 

北
荻
島
七
百
十
番
地 

 

同 
 

杉 

山 
 

 
裕 

同 
 

同 
 

同 

藤
井
上
組
百
三
十
三
番
地 

 

同 
 

河 

田 
 

 
昌 
同 

 

同 
 

同 

三
田
ケ
谷
二
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

尾 

上 

隆 

男 
同 

 

同 
 

同 

下
村
君
二
千
三
百
二
十
二
番
地
一 

 

同 
 

三 

井 

保 

男 

同 
 

加
須
市
大
越
六
百
十
二
番
地 

 

同 
 

齊 

藤 
 

 

香 

同 
 

同 
 

上
樋
遣
川
三
千
七
百
十
七
番
地 

 

同 
 

矢 

嶋 

正 

夫 

同 
 

同 
 

下
谷
七
十
三
番
地 

 

同 
 

田 

村 
 

成 

同 
 

同 
 

下
三
俣
千
百
八
十
八
番
地 

 

同 
 

大 

竹 

義 

男 

同 
 

同 
 

杓
子
木
四
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

吉 

澤 

安 

夫 

同 
 

同 
 

細
間
千
九
十
九
番
地 

 

同 
 

蓮 

見 
 

 

功 

同 
 

同 
 

琴
寄
八
百
二
十
四
番
地 

 

同 
 

丸 

山 

辰 

夫 

同 
 

同 
 

中
渡
六
十
番
地
一 

 

同 
 

金 

井 

榮 

治 

同 
 

久
喜
市
佐
間
四
百
八
十
四
番
地 

 

同 
 

山 

田 

加 

藏 

同 
 

同 
 

栗
橋
千
四
百
五
番
地 

 

同 
 

山 

田 

達 

雄 

同 
 

同 
 

中
里
五
十
二
番
地 

 

監
事 

塩 

原 

隆 

夫 

同 
 

羽
生
市
大
字
喜
右
ヱ
門
新
田
千
五
百
四
番
地
イ
号 

 

同 
 

谷 

川 

幸 

夫 

同 
 

加
須
市
杓
子
木
三
百
六
十
五
番
地 

 

同 
 

籠 

宮 
 

 

博 

同 
 

久
喜
市
新
井
四
百
二
番
地
一 

員
外
理
事
野 

本 

陽 

一 

同 
 

加
須
市
久
下
三
丁
目
四
百
三
十
一
番
地 

同 
 

 

大 

橋 

良 

一 

同 
 

同 
 

川
口
千
六
百
三
十
三
番
地 

 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
号 

 
平
成
三
十
年
台
風
第
二
十
四
号
の
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
を
平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
、
埼
玉
県

農
業
災
害
対
策
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
特

別
災
害
と
し
て
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

﨑 

秀 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

越
谷
流
山
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

 

新 

 

旧 旧 

新 

別 

吉
川
市
大
字
吉
川
字
屋
敷
付
一
五

四
一
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
吉

川
字
屋
敷
付
一
五
一
六
番
七
地
先

ま
で 

区 
 

間 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

三
九
・
五
〇 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

二
八
・
一
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

四
三
・
七
〇 

 

三
七
・
二
八 

  延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

﨑 

秀 

夫 
 

 
 

     



     

越
谷
流
山
線 

路 
 

線 
 

名 

吉
川
市
大
字
吉
川
字
屋
敷
付
一
五
四
一
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
吉
川
字
屋
敷
付
一
五
一
六
番
七
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

付
け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整

備
事
務
所
長
告
示
第
九
号

で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
一
部
の
供
用
開
始
で

あ
る
。 

   

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
九
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
三
十
年
十
月
二
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

イ 

小
林
栢
間
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
に
係
る
定
款
中
総
代
の
選
挙
に
関
す
る
規
定

に
関
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

ウ 

羽
生
領
島
中
領
用
排
水
路
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
に
係
る
定
款
中
総
代
の
選
挙

に
関
す
る
規
定
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

エ 

そ
の
他 
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